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関市証明写真自動撮影機設置場所借受者公募要項 

 

関市が行う証明写真自動撮影機設置事業者（以下「設置事業者」という。）の募集に参加さ

れる方は、この募集要項をよく読み、次の各事項をご承知のうえ、お申し込みください。 

 

１ 公募物件 

（１）証明写真自動撮影機（以下「撮影機」という。）の設置：１台 

 （２）設置場所：関市役所北庁舎北東玄関付近（屋外）※別紙物件明細書参考 

 

２ 応募資格要件 

（１）次の①から⑥までのいずれにも該当しない者であること。 

① 成年被後見人 

② 民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第３項の規定に

よりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治２９年法律第８９

号）第１１条に規定する準禁治産者 

③ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

④ 民法第１７条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補   

助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

⑤ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得てい

ない者 

⑥ 破産者で復権を得ない者 

（２）次の①から⑥までのいずれにも該当しない者（①から⑥までのいずれかに該当する者で

あって、その事実があった後２年を経過した者を含む。）であること。 

① 関市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をした者 

② 関市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

③ 落札者が関市との契約を締結すること又は関市との契約者が契約を履行することを

妨げた者 

④ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定により関市が実

施する監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

⑤ 正当な理由がなくて関市との契約を履行しなかった者 

⑥ 前各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後２年を経過しない者を契約の

履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用していた者 

（３）法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等の免許を

有していること（該当の場合のみ）。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項各号に
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掲げられた者でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号から第４号まで又は第６号の規定に該当しない者であること。 

（６）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に

基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（７）国・県・市町村税を完納している者であること。 

（８）事業者として十分な資力、信用、経験及び管理能力を有し、撮影機の設置業務に関して

実績のあること。 

 

３ 公募条件等 

（１）賃貸借料等 

① 賃貸借の期間 

賃貸借の期間は、令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとし、契約期間中

の契約解除は認められません（令和８年４月１日から使用開始とし、設置等の準備に要

する期間は除きます）。 

ただし、市が公用、公共用に供する必要が生じたとき、設置事業者が貸付条件のいず

れかに違反する行為を行ったとき、その他市が必要と認めるときは、契約を解除するこ

とがあります。また、公用・公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案し

て、関市が支障ないと判断する場合は、３年以内の範囲で賃貸借契約の更新をすること

が可能です。なお、更新については、公募条件を変更しないことを原則とし、１回のみ

更新（最大６年）が可能です。 

② 賃貸借料 

賃貸借料提案書により提案する賃貸借料（年額）（以下「応募価格」という。）が、

関市が設定する最低価格以上で申込みがあったもののうち、最高の応募価格をもって賃

貸借料とします。 

賃貸借料は、１年度分ごとに関市の発する納入通知書により、関市の指定する期限ま

でに全額納入するものとします。 

③ その他必要経費等 

  撮影機の設置及び撤去に要する工事費（電力使用量計測メーター設置費等含む。）、

移転費等の一切の費用は、設置事業者の負担とします。また、撮影機の運転に必要な光

熱水費についても、全額を設置事業者の負担とします。 

電気使用料の請求額については、原則として設置した子メーターの指示値により計測

した使用量に電気料金単価（税込）を乗じて積算した額とします。使用料は、関市の指

定する方法により、関市の指定する期限までに納入してください。 

④ 遅延損害金 

  関市が指定する期限までに納付すべき賃貸借料及び電気料等を納付しなかった場合

は、関市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例第５条の例により計算した金額を遅
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延損害金として加算します。 

⑤ 設置条件 

撮影機は設置場所に、業務の支障及び通行の妨げにならない範囲で設置することが

できます。撮影機の機種によっては、設置やメンテナンスの為の扉開閉や通行等に支

障がある場合も考えらますので、事前に設置場所の確認をお願いします。 

※設置可能最大範囲：幅 3,000mm、奥行き 2,000mm 

（２）自動撮影機の機能について 

①写真サイズは、個人番号カード（マイナンバーカード）、特別永住者証明書、旅券（パ

スポート）、運転免許証の申請等に使用する証明写真に対応すること。 

②カラー写真が撮影できること。 

③音声案内及び多言語対応とすること。 

④領収書の発行機能を有していること。 

⑤個人番号カード（マイナンバーカード）の直接交付申請に対応すること。 

（３）維持管理責任 

①消耗品補充、金銭管理など撮影機の維持管理については設置事業者が行うこと。 

②撮影機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認した上で安全設置すること。アン

カー止めを行わない方法で、耐震対策を行うこと。 

③撮影機の故障、問い合わせ並びに苦情については、設置事業者の責任において対応する

こと。また、撮影機に故障時等の連絡先を明記すること。 

（４）使用上の制限 

次のことを遵守してください。 

① 賃貸借の条件を遵守し、賃貸借料を確実に納付すること。 

② 使用期間中に応募資格２－（３）にかかる許認可等の取消しを受けていないこと。 

③ 撮影機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。 

④ 消耗品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、施設管理者の指示に従うこと。 

また、撮影機に商品ＰＲ用の看板やチラシ等を添付する場合は事前に施設管理者に確

認すること。 

⑤ 設置する撮影機については、事前に施設管理者に確認すること。交換する場合も同様

とする。 

⑥写真撮影に要する価格は、近隣に設置された同様の撮影機と比較して高額でないこと。 

⑦撮影機の売上額及び件数については、月別に集計を行い、年度末に市へ報告を行うこと。 

（５）原状回復 

設置事業者は、許可期間が満了又は許可が取り消された場合は、速やかに原状回復する

こと。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を関市に請求することはできませ

ん。 

（６）損害賠償 

設置事業者は、その責に帰する理由により、使用許可物件の全部又は一部を滅失又はき
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損したときは、当該滅失又はき損による使用許可物件の損害額に相当する金額を損害賠償

として支払わなければなりません。ただし、使用許可物件を原状に復した場合は、この限

りではありません。 

 

４ 応募申込 

（１）応募申込受付期間 

令和８年１月９日（金）～令和８年２月６日（金） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

※ただし、土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。 

（２）提出先 

関市若草通３丁目１番地 

関市役所 管財課（北庁舎４階） 

（３）必要な書類 

① 応募申込書（関市所定様式） 

② 賃貸借料提案書（市所定の様式に必要事項を記入し、記名押印の上、封かんしてくだ

さい。封書の表に氏名又は法人名を記入してください。） 

  価格は、１年分の賃貸借料を記入してください。 

③ 誓約書（関市所定様式） 

④ 応募資格２－（３）にかかる許認可等の免許証の写し（該当の場合のみ） 

⑤ 設置する撮影機のカタログ 

 

（４）申込みの手続き 

   申込受付期間内に、申込みに必要な書類を提出先に直接持参してください。 

（郵送、電話、ファックス、インターネットによる受付はしません。） 

 

５ 賃貸借料提案書の無効 

  次のいずれかに該当する賃貸借料提案は無効とします。 

  ① 市の設定する最低賃貸借料を下回る価格のもの 

  ② 応募資格がない者が提案したもの又は権限を証する書面の確認を受けない代理人が

提案したもの 

  ③ 応募申込受付期間までに提出しなかったもの 

  ④ 応募者の記名押印がないもの 

  ⑤ 本市が交付した賃貸借料提案書を用いないで提案したもの 

  ⑥ 応募価格、応募者の氏名又は応募箇所その他主要部分が識別し難いもの 

  ⑦ 金額の訂正、削除、挿入等のもの 

  ⑧ 不正行為を行い、提案したもの 

  ⑨ 同一価格提案審査について応募者又は代理人がそれぞれ又は２以上の価格提案した
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ときは、その全部のもの 

  ⑩ 同一価格提案審査について他の応募者の代理人を兼ね、又は２者以上の代理人として

価格提案したときは、その全部のもの 

  ⑪ 応募及び賃貸借料提案、設置事業者決定の条件に違反したもの 

 

６ 設置事業者の決定 

（１）設置事業者の決定は、提出された応募書類の審査を行い、関市が設定する最低賃貸借料

以上で最高の応募価格で申込みを行った者とします。ただし、契約締結前に設置事業者の

決定を取消した場合は、次に高額の応募価格で申込みを行った者に決定します。 

（２）令和８年２月１６日（月）午前９時から賃貸借料提案書の開封を関市役所６階、６－４

会議室で行います。応募者で立会いを希望される方は、午前８時５５分までにお越しくだ

さい。 

（３）くじによる設置事業者の決定 

最高となるべき応募価格での申込みが２者以上ある場合は、当該応募者立会いのもとくじ

により決定します。その際、賃貸借提案書の開封時に当該応募者が立ち会っていた場合は即

日くじにより決定しますが、当該応募者が欠ける場合は後日に実施します。 

（４）設置事業者の公表 

設置事業者を決定したときは、決定した応募者に通知するとともに、関市ホームページに

決定金額及び設置事業者名を掲載します。 

 

７ 賃貸借契約の手続 

（１）設置事業者に決定した者は、令和８年３月２日（金）までに、法人の場合は履歴事項全

部証明書又は法人登記簿謄本の写しを、個人の場合は印鑑証明書及び「２応募資格要件」

（８）に記載する税の納付の証明として、国、都道府県、市町村が発行する納税証明書（滞

納がない証明）（いずれも発行日から３ヶ月以内のものに限る。）を提出してください。 

（２）２応募資格要件（８）の応募資格を確認後、別途市有財産賃貸借契約書により契約書を

作成するものとします。 

（３）契約の締結及び履行に関する費用については、全て設置事業者の負担とします。 

（４）賃貸借契約は申込者名義で行います。 

 

８ 設置事業者の決定の取消し 

次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消します。 

① 正当な理由なくして、指定する期日までに手続に応じなかった場合 

② 設置事業者が応募の資格を失った場合 

③ 契約の締結前に応募の取下げを申請し、関市が承認した場合 

 

９ その他 
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（１）使用許可の手続に関する一切の費用については、設置予定事業者の負担とします。 

（２）本公募要項に定めのない事項は、地方自治法、同施行令、関市契約規則等の関連諸法令

の定めるところによって処理します。 

（３）賃貸借契約期間内に市の事情等により、撮影機の機能等について市から指示があった場

合は、撮影機設置業者と市と協議の上その指示に従っていただきます。その場合に要する

費用は、撮影機設置業者の負担となります。 

 

【お問合せ先】 

公募に関するお問合せ先：関市役所 管財課 

 〒５０１－３８９４ 関市若草通３丁目１番地（北庁舎４階） 

電 話 0575-23-8121  ＦＡＸ 0575-23-7746 

 


